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１．長野市社会福祉審議会等 

（１）社会福祉審議会条例 

○長野市社会福祉審議会条例 

平成12年３ 月30日長野市条例第３ 号 

改正 

平成12年９ 月29日条例第49号 

平成14年３ 月29日条例第12号 

平成17年３ 月30日条例第10号 

平成20年３ 月28日条例第12号 

平成23年12月20日条例第30号 

平成25年９ 月30日条例第31号 

平成27年３ 月27日条例第10号 

令和２ 年３ 月30日条例第８ 号 

長野市社会福祉審議会条例 

（ 設置等）  

第１ 条 社会福祉法（ 昭和26年法律第45号） 第７ 条第１ 項及び地方自治法（ 昭和22年法律第67号）

の規定に基づき 、 長野市社会福祉審議会（ 以下「 審議会」 と いう 。 ） を 設置する 。  

２  審議会は、 社会福祉に関する 事項を 調査審議する ほか、 児童福祉に関する 事項（ 子ど も ・ 子

育て支援に関する 事項を 含む。 ） 及び精神障害福祉に関する 事項を 調査審議する も のと する 。  

３  社会福祉法第11条第１ 項の規定に基づき 設置する 身体障害者福祉専門分科会を 障害者福祉専

門分科会と 称し 、 第６ 条第１ 項第２ 号に掲げる 事項を 調査審議する ほか、 障害者基本法（ 昭和

45年法律第84号） 第11条第６ 項の規定によ り 意見を 聴く 機関と する 。  

（ 組織）  

第２ 条 審議会は、 委員27人以内で組織する 。  

（ 任期）  

第３ 条 委員の任期は、 ３ 年と する 。 ただし 、 補欠委員の任期は、 前任者の残任期間と する 。  

（ 副委員長）  

第４ 条 審議会に副委員長１ 人を 置き 、 委員の互選によ り こ れを 定める 。  

２  副委員長は、 委員長を 補佐し 、 委員長に事故がある と き は、 その職務を 行う 。  

（ 会議）  

第５ 条 審議会は、 委員長が招集する 。  

２  委員長は、 委員の４ 分の１ 以上が審議すべき 事項を 示し て招集を 請求し たと き は、 審議会を

招集し なければなら ない。  

３  審議会は、 委員の過半数が出席し なければ、 議事を 開き 、 議決を 行う こ と ができ ない。  

４  審議会の議事は、 出席し た委員の過半数で決し 、 可否同数のと き は、 委員長の決する と こ ろ

によ る 。  

　 　  長野市社会福祉審議会等

（ 1 ） 社会福祉審議会条例
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５  臨時委員は、 特別な事項について議事を 開き 、 議決を 行う 場合には、 前２ 項の規定の適用に

ついては、 委員と みなす。  

（ 専門分科会）  

第６ 条 審議会に次の各号に掲げる 専門分科会を 置き 、 当該各号に定める 事項を 調査審議する 。  

( １ )  民生委員審査専門分科会 民生委員の適否の審査に関する 事項 

( ２ )  障害者福祉専門分科会 身体障害者、 知的障害者及び精神障害者の福祉に関する 事項 

( ３ )  児童福祉専門分科会 児童並びに母子及び父子の福祉に関する 事項（ 子ど も ・ 子育て支

援に関する 事項を 含む。 ）  

( ４ )  老人福祉専門分科会 老人の福祉に関する 事項 

( ５ )  地域福祉専門分科会 地域福祉に関する 事項 

２  専門分科会に属すべき 委員及び臨時委員は、 委員長が指名する 。  

３  専門分科会に専門分科会長及び専門分科会副会長各１ 人を 置き 、 当該専門分科会に属する 委

員及び臨時委員の互選によ り こ れを 定める 。  

４  専門分科会長は、 その専門分科会の会務を 掌理する 。  

５  専門分科会副会長は、 専門分科会長を 補佐し 、 専門分科会長に事故がある と き は、 その職務

を 行う 。  

（ 審査部会）  

第７ 条 障害者福祉専門分科会の審査部会は、 次の各号に掲げる 事項を 調査審議する 。  

( １ )  身体障害者の障害程度の審査に関する 事項 

( ２ )  身体障害者手帳の交付申請に係る 医師の指定又は指定の取消し に関する 事項 

( ３ )  更生医療担当医療機関の指定又は指定の取消し に関する 事項 

２  審査部会に部会長及び副部会長各１ 人を 置き 、 審査部会に属する 委員及び臨時委員の互選に

よ り こ れを 定める 。  

３  部会長は、 審査部会の会務を 掌理する 。  

４  副部会長は、 部会長を 補佐し 、 部会長に事故がある と き は、 その職務を 行う 。  

（ 専門分科会及び審査部会の会議）  

第８ 条 専門分科会又は審査部会の招集、定足数及び議決については、第５ 条の規定を 準用する 。

こ の場合において、 同条中「 審議会」 と ある のは「 専門分科会又は審査部会」 と 、「 委員長」 と

ある のは「 専門分科会長又は部会長」 と 、 「 委員」 と ある のは「 専門分科会又は審査部会に属

する 委員」 と 読み替える も のと する 。  

２  専門分科会又は審査部会の決議は、 こ れを も っ て審議会の決議と する 。 ただし 、 専門分科会

（ 民生委員審査専門分科会を 除く 。 ） の重要又は異例な事項に関する 決議にあっ ては、 こ の限

り でない。  

（ 委任）  

第９ 条 こ の条例に定める も ののほか、 審議会の運営に関し 必要な事項は、 市長が別に定める 。  

附 則 

（ 施行期日）  

１  こ の条例は、 平成12年４ 月１ 日から 施行する 。  

（ 経過措置）  
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する 委員」 と 読み替える も のと する 。  

２  専門分科会又は審査部会の決議は、 こ れを も っ て審議会の決議と する 。 ただし 、 専門分科会

（ 民生委員審査専門分科会を 除く 。 ） の重要又は異例な事項に関する 決議にあっ ては、 こ の限

り でない。  

（ 委任）  

第９ 条 こ の条例に定める も ののほか、 審議会の運営に関し 必要な事項は、 市長が別に定める 。  

附 則 

（ 施行期日）  

１  こ の条例は、 平成12年４ 月１ 日から 施行する 。  

（ 経過措置）  

２  こ の条例の施行の際現に長野市地方社会福祉審議会の委員である 者は、 こ の条例の規定に基

づく 長野市地方社会福祉審議会の委員に任命さ れたも のと みなす。 こ の場合において、 その任

命さ れたも のと みなさ れる 者の任期は、 第３ 条の規定にかかわら ず、 こ の条例の施行の日にお

ける 従前の長野市地方社会福祉審議会の委員と し ての残任期間と 同一の期間と する 。  

（ 長野市地方社会福祉審議会の調査審議事項の特例を 定める 条例の廃止）  

３  長野市地方社会福祉審議会の調査審議事項の特例を 定める 条例（ 平成10年長野市条例第59号）

は、 廃止する 。  

附 則（ 平成12年９ 月29日条例第49号）  

こ の条例は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 平成14年３ 月29日条例第12号抄）  

（ 施行期日）  

１  こ の条例は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 平成17年３ 月30日条例第10号）  

（ 施行期日）  

１  こ の条例は、 平成17年４ 月１ 日から 施行する 。  

（ 長野市特別職の職員等の給与に関する 条例の一部改正）  

２  長野市特別職の職員等の給与に関する 条例（ 昭和41年長野市条例第24号） の一部を 次のよ う

に改正する 。  

（ 次のよ う 略）  

附 則（ 平成20年３ 月28日条例第12号）  

こ の条例は、 平成20年４ 月１ 日から 施行する 。  

附 則（ 平成23年12月20日条例第30号）  

こ の条例は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 平成25年９ 月30日条例第31号）  

こ の条例は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 平成27年３ 月27日条例第10号）  

こ の条例は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 令和２ 年３ 月30日条例第８ 号）  

こ の条例は、 令和２ 年４ 月１ 日から 施行する 。  
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（２）社会福祉審議会障害福祉専門分科会委員名簿 

令和５年度 長野市社会福祉審議会 障害者福祉専門分科会 名簿 

敬称略（※名簿の順番は、 区分ごと の五十音順です）  

  区  分 所属団体・ 役職等 氏 名 備考 

1 

市議会議員 長野市議会議員 東 方 みゆき  
令和５ 年 

10 月９ 日ま で 

市議会議員 長野市議会議員 堀 内 伸 悟 
令和５ 年 

10 月 10 日から

2 学識経験者 長野障害者職業センタ ー 所長 有 馬 弥 佳   

3 学識経験者 更級医師会 顧問 飯 島 富士雄   

4 学識経験者 清泉女学院短期大学 小 松 仁 美  

5 学識経験者 
公益社団法人 成年後見センタ ー 

リ ーガルサポート ながの 監事 
髙 野 哲 浩   

6 社会福祉関係者 
長野市肢体不自由児者父母の会 

会長 
上 平 範 子   

7 社会福祉関係者 ながのコ ロ ニー 理事長 柄 澤 顕 司   

8 社会福祉関係者 
長野市社会福祉協議会  

介護サービス 課 課長補佐 
小 林 恵美子  

9 社会福祉関係者 長野市社会事業協会 理事長 中 澤 和 彦   

10 社会福祉関係者 
長野市民生児童委員協議会  

障害者福祉部会長 
前 澤 研 司   

11 社会福祉関係者 長野市手をつなぐ 育成会 副会長 丸 山 香 里   

12 社会福祉関係者 
長野市身体障害者福祉協会  

副理事長 
丸 山  勝   

13 社会福祉関係者 NPO法人 ポプラ の会 会長 山 本 悦 夫   

14 公募委員   島 田  稔   

15 公募委員   橋 詰 政 夫   

16 公募委員   山 本 克 彦   

（ 2 ） 社会福祉審議会障害福祉専門分科会委員名簿
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（３）長野市障害者基本計画庁内推進会議要綱 

   長野市障害者基本計画庁内推進会議要綱 

 

 （ 設置）  

第１  長野市障害者基本計画（ 以下「 基本計画」 と いう 。 ） を策定し 、 及び推進する に当たり 、 庁

内 の 関 係 各 課 と の 連 携 を 図 り な が ら 基 本 計 画 に 関 す る 事 項 に つ い て 協

議し 、 及び検討する ため、 長野市障害者基本計画庁内推進会議（ 以下「 推進会議」 と い

う 。 ） を置く 。  

 （ 任務）  

第２  推進会議は、 基本計画の策定及び推進のため必要な事項について協議し 、 及び検討する 。  

 （ 組織）  

第３  推進会議は、 委員長、 副委員長及び委員で組織する 。  

２  委員長は保健福祉部障害福祉課長と し 、 副委員長は、 委員のう ちから 委員長が指名する 。  

３  委員は、 別表に掲げる 課等の職員のう ちから 委員長が指名する 。  

 （ 委員長及び副委員長の職務）  

第４  委員長は、 会務を総理し 、 推進会議を代表する 。  

２  副委員長は、 委員長を 補佐し 、 委員長に事故があ る と き は、 そ の職務を 代理す 

る 。  

 （ 会議）  

第５  推進会議は、 委員長が招集し 、 委員長が会議の議長と なる 。  

２  委員長は、 必要がある と き は、 委員以外の職員の出席を求め、 説明又は意見を求める こ と が

でき る 。  

 （ 専門部会）  

第６  基本計画に関する 専門的な研究、 協議、 調整等を行う ため、 推進会議に、 必要に応じ 専門

部会を置く こ と ができ る 。  

２  専門部会は、 基本計画の策定及び推進に関係する 部局の職員で組織する 。  

 （ 庶務）  

第７  推進会議の庶務は、 保健福祉部障害福祉課が行う 。  

 （ 補則）  

第８  こ の要綱に定める も ののほか、推進会議の運営に関し 必要な事項は、委員長が別に定める 。  

 

   附 則 

 こ の要綱は、 平成27年５ 月26日から 施行する 。  

   附 則 

 こ の要綱は、 平成28年８ 月１ 日から 施行する 。  

   附 則 

 こ の要綱は、 平成29年６ 月１ 日から 施行する 。  

   附 則 
 こ の要綱は、 平成30年５ 月１ 日から 施行する 。  

   附 則 

 こ の要綱は、 令和２ 年５ 月21日から 施行する 。  

別表（ 第３ 関係）  

総務部総務課 

総務部職員課 

総務部職員研修所 
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   長野市障害者基本計画庁内推進会議要綱 

 

 （ 設置）  

第１  長野市障害者基本計画（ 以下「 基本計画」 と いう 。 ） を策定し 、 及び推進する に当たり 、 庁

内 の 関 係 各 課 と の 連 携 を 図 り な が ら 基 本 計 画 に 関 す る 事 項 に つ い て 協

議し 、 及び検討する ため、 長野市障害者基本計画庁内推進会議（ 以下「 推進会議」 と い

う 。 ） を置く 。  

 （ 任務）  

第２  推進会議は、 基本計画の策定及び推進のため必要な事項について協議し 、 及び検討する 。  

 （ 組織）  

第３  推進会議は、 委員長、 副委員長及び委員で組織する 。  

２  委員長は保健福祉部障害福祉課長と し 、 副委員長は、 委員のう ちから 委員長が指名する 。  

３  委員は、 別表に掲げる 課等の職員のう ちから 委員長が指名する 。  

 （ 委員長及び副委員長の職務）  

第４  委員長は、 会務を総理し 、 推進会議を代表する 。  

２  副委員長は、 委員長を 補佐し 、 委員長に事故があ る と き は、 そ の職務を 代理す 

る 。  

 （ 会議）  

第５  推進会議は、 委員長が招集し 、 委員長が会議の議長と なる 。  

２  委員長は、 必要がある と き は、 委員以外の職員の出席を求め、 説明又は意見を求める こ と が

でき る 。  

 （ 専門部会）  

第６  基本計画に関する 専門的な研究、 協議、 調整等を行う ため、 推進会議に、 必要に応じ 専門

部会を置く こ と ができ る 。  

２  専門部会は、 基本計画の策定及び推進に関係する 部局の職員で組織する 。  

 （ 庶務）  

第７  推進会議の庶務は、 保健福祉部障害福祉課が行う 。  

 （ 補則）  

第８  こ の要綱に定める も ののほか、推進会議の運営に関し 必要な事項は、委員長が別に定める 。  

 

   附 則 

 こ の要綱は、 平成27年５ 月26日から 施行する 。  

   附 則 

 こ の要綱は、 平成28年８ 月１ 日から 施行する 。  

   附 則 

 こ の要綱は、 平成29年６ 月１ 日から 施行する 。  

   附 則 

（ 3 ） 長野市障害者基本計画庁内推進会議要綱
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 こ の要綱は、 平成30年５ 月１ 日から 施行する 。  

   附 則 

 こ の要綱は、 令和２ 年５ 月21日から 施行する 。  

別表（ 第３ 関係）  

総務部総務課 

総務部職員課 

総務部職員研修所 

総務部危機管理防災課 

企画政策部広報広聴課 

企画政策部交通政策課 

地域・ 市民生活部地域活動支援課 

地域・ 市民生活部市民窓口課 

地域・ 市民生活部人権・ 男女共同参画課 

保健福祉部福祉政策課 

保健福祉部生活支援課 

保健福祉部高齢者活躍支援課 

保健福祉部地域包括ケア推進課 

保健福祉部介護保険課 

保健福祉部障害福祉課 

保健福祉部国保・ 高齢者医療課 

保健福祉部長野市保健所総務課 

保健福祉部長野市保健所健康課 

こ ども 未来部こ ども 政策課 

こ ども 未来部子育て家庭福祉課 

こ ども 未来部保育・ 幼稚園課 

環境部生活環境課衛生センタ ー 

商工観光部商工労働課 

商工観光部観光振興課 

文化ス ポーツ振興部文化芸術課 

文化ス ポーツ振興部ス ポーツ課 

農林部農業政策課 

建設部監理課 

建設部道路課 

建設部河川課 

建設部維持課 

建設部住宅課 

建設部建築課 

建設部建築指導課 

都市整備部都市政策課 

都市整備部公園緑地課 

都市整備部市街地整備課 

選挙管理委員会事務局 

教育委員会事務局総務課 

教育委員会事務局学校教育課 

教育委員会事務局家庭・ 地域学びの課 

教育委員会事務局文化財課 

教育委員会事務局長野図書館 

教育委員会事務局博物館 

消防局予防課 

消防局通信指令課 
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　 　  用語解説

あ　 行

イ ン ク ルーシブ教育

障害の有無にかかわら ず子ども たち がと も に学ぶ教育のこ と です。

障害児が教育制度一般から 排除さ れず、 地域において教育の機会が

与えら れ、 ひと り ひと り の状況に合わせて提供さ れる 教育を 指し ま

す。 障害者権利条約の教育の条項（ 第 2 4 条） に基づく 理念です。

か　 行

基幹相談支援セン タ ー

地域における 相談支援の中核的な役割を 担い、 相談支援事業者等に

対する 専門的な指導・ 助言、 情報収集・ 提供、 人材育成の支援、 地

域移行に向けた取組等を 実施する こ と によ り 、 相談支援機能の強化

を 図る こ と を 目的と し て設置する 機関です。

強度行動障害

自分の体を 叩いたり 食べら れないも のを 口に入れる 、 危険につなが

る 飛び出し など本人の健康を 損ねる 行動、 他人を 叩いたり 物を 壊す、

大泣き が何時間も 続く など周囲の人のく ら し に影響を 及ぼす行動が、

著し く 高い頻度で起こ る ため、 特別に配慮さ れた支援が必要になっ

ている 状態のこ と を いいます。

ケアマネジメ ン ト

障害のある 人がサービ ス提供者と 調整する こ と が難し かっ たり 、 自

分自身の意思を 伝えら れないなど のさ まざ ま な生活上の課題に対し

て、 支援計画を 作成し 、 生活ニーズと 社会資源を 適切に結びつけて

サービ スを 提供する こ と を いいます。

ケースワーカ ー
障害のある 人が抱える 困難な課題や問題の解決を 支援する 人のこ と

です。（ 障害福祉課相談支援担当の職員が当たっ ています。）

権利擁護

人と し ての権利を 守る ため、 知的障害・ 精神障害や認知症等のため、

自ら の権利を 表明する こ と が困難な人に代わっ て、 その権利を 表明

する など の支援を 行う こ と を 指し ま す。 ま た、 弱い立場にある 人々

の人権侵害（ 虐待や財産侵害など ） が起き ないよ う にする 活動を 指

し ます。

さ 　 行

児童委員

地域の児童及び妊産婦の健康状態、 生活状態を 把握し て、 それら の

者が必要な援助を 受けら れる よ う に、 それら の者に対する 福祉サー

ビ スを 行う 者と の連絡調整を 行う 人を 指し ます。 民生委員が兼任し

ている 場合があり ます。

自閉症（ 自閉症ス ペク ト ラ ム

障害（ ASD ） ）

中枢神経の障害など に基づく 広汎性発達障害の一種です。 社会性や

対人関係の特異性、 コ ミ ュ ニケーショ ン の障害、 こ だわり と 想像力

の質的な差異が主な特徴と さ れています。 その他に多動、 感覚異常、

睡眠異常の症状も 現れる 場合があり ます。 特徴が重複する 部分が多

いアスペルガー症候群と 合わせて「 自閉症スペク ト ラ ム障害」 と 呼

ばれます。

２
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社会福祉協議会
社会福祉法において、 地域福祉の推進を 図るこ と を 目的と する 非営

利の民間組織です。

障害児
満 1 8 歳に満たな い者のう ち 、 身体に障害のある 児童又は知的障害

及び精神障害のある 児童です。

障害者

身体障害者福祉法にいう 身体障害者、 知的障害者福祉法にいう 知的

障害者のう ち 、 1 8 歳以上である者、 精神保健及び精神障害者福祉に

関する 法律にいう 精神障害者のう ち 1 8 歳以上である 者の総称を い

います。

障害者週間

障害者基本法に定めら れた、 1 2 月 3 日から 1 2 月 9 日ま で の一週

間です。 障害福祉への関心と 理解を 深め、 障害者があら ゆる 分野の

活動に積極的に参加する 意欲を 高める こ と を 目的に定めら れたも の

です。

障害者総合支援法

「 障害者の日常生活及び社会生活を 総合的に支援する ための法律」 の

略称です。 障害者基本法の理念にのっ と り 、 障害者及び障害児が自

立し た日常生活又は社会生活を 営むこ と ができ る よ う 、 必要な支援

を 行う こ と で、 障害の有無にかかわら ず国民が相互に人格と 個性を

尊重し 安心し て暮ら すこ と のでき る 地域社会を 実現する こ と を 目的

と し た法律です。

障害者相談支援センタ ー
在宅や地域で生活する 障害者やその家族の相談窓口と し て設置する

機関です。

障害福祉サービ ス

障害者総合支援法の定める サービ スの総称で、 介護のサービ スであ

る 介護給付や、 生活能力や仕事のスキルを 身につける 訓練を 提供す

る訓練等給付、 相談支援などのサービスを 指し ます。

ジョ ブコ ーチ
障害者、 事業主、 障害者の家族に対し て、 職場適応に関する き め細

かな支援を 行う 援助者です。

成年後見制度

知的障害や精神障害、 認知症等によ り 判断能力が不十分な人を 保護

し 、 支援する ため、 平成 1 2 年度に開始さ れた制度です。 家庭裁判

所によ り 選任さ れた後見人等が本人の意思を 尊重し 、 法律行為の同

意や代行等を 行います。

相談支援専門員

障害福祉サービ ス等利用計画（ ケアプ ラ ン ） を 作成し 、 利用者に対

し て適切なサービ スの案内やサービ ス提供事業所等と 連絡調整を 行

う などし て、 利用者の希望に合う プラ ン を 提案する人を 指し ます。

た　 行

特別支援学校（ 学級）

障害者等が幼稚園、 小学校、 中学校、 高等学校に準じ た教育を 受け

る こ と と 学習上又は生活上の困難を 克服し 自立が図ら れる こ と を 目

的と し た学校（ 学級） です。
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地域生活支援拠点等

障害者の重度化・ 高齢化や「 親亡き 後」 に備える と と も に、 障害児

者の入所施設や病院から の地域移行を 進める ための、 地域生活にお

ける 居住支援のための機能を も つ場所や体制のこ と を いいます。 …居

住支援のための主な機能は、 相談、 緊急時の受け入れ・ 対応、 体験

の機会・ 場、 専門的人材の確保・ 養成、 地域の体制づく り の５ つを

柱と し ています。

特別支援教育

障害のある 幼児、 児童、 生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取

り 組みを 支持する と いう 視点に立ち 、 幼児児童生徒一人ひと り の教

育的ニーズを 把握し 、 その持てる 力を 高め、 生活や学習上の困難を

改善又は克服する ため、 適切な指導及び必要な支援を 行う 教育です。

な　 行

難病

難病対策要綱において定義さ れている、「 原因不明、 治療方針が未確

定であり 、 かつ、 後遺症を 残す恐れが少なく ない疾病」、「 経過が慢

性的で、 単に経済的な問題のみなら ず介護等に著し く 人手を 要する

ために家族の負担が重く 、 ま た精神的にも 負担の大き い疾患」 を 指

し ます。

は　 行

発達障害（ 者・ 児）

生まれつき 脳の一部の機能に障害があり 、 発生する 症状です。 主に、

自閉症、 ア ス ペルガ ー症候群、 注意欠如・ 多動性障害（ AD H D ）、

学習障害、 チッ ク 障害等が含まれます。 個人差がと ても 大き いと い

う 点も 特徴の一つです。

バリ アフ リ ー

社会生活上の障壁が取り 除かれた状態です。 例えば、 身体障害者に

おいて は段差解消や点字ブ ロ ッ ク の敷設等がな さ れた状態を いい

ます。

ハロ ーワーク
職業安定法に基づき 、 職業紹介、 職業指導、 雇用保険その他こ の法

律の目的を 達成する ために国が設置し た機関です。

ピ アサポート
同じ よ う な立場の者が互いに助け合う こ と を 意味し ます。 ま た、 ピ

アサポート を 行う 者を ピ アサポータ ーと いいます。

プラ ンナー

（ ＝ケアプラ ン ナー、

　 相談支援専門員）

障害福祉サービ ス等利用計画（ ケアプ ラ ン ） を 作成し 、 利用者に対

し て適切なサービ スの案内やサービ ス提供事業所等と 連絡調整を 行

う などし て、 利用者の希望に合う プラ ン を 提案する人を 指し ます。

ら 　 行

ラ イ フ ステージ
人間の一生における 幼年期・ 児童期・ 青年期・ 壮年期・ 老年期等の

それぞれの段階を 意味し ます。

療育手帳
療育手帳制度に基づいて児童相談所又は知的障害者更生相談所にお

いて知的障害である と 判定さ れた人に対し て交付さ れる 手帳です。
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